
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
医
療

福
祉
政
策
課
）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
休
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
施
術
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
農
林

水
産
事
務
所
）
…
三

雑

報

○
公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
清
掃
作
業
等
業
務
委
託
に
係
る

一
般
競
争
入
札
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
公
立
大
学
法

人
青
森
県
立

保
健
大
学
）
…
四

正

誤

○
令
和
四
年
一
月
十
四
日
定
例
出
先
機
関
中
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
農
林

水
産
事
務
所
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

小
笠
原
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
門
外
四
丁
目
四
の
三
九

令
和七･
四･三〇

有
限
会
社
安
田
調
剤
薬
局

弘
前
市
大
字
森
町
一
五
の
一

〃

Ｍ
，
ｓ
安
原
調
剤
薬
局

弘
前
市
大
字
安
原
一
丁
目
二
の
一
安
原
フ
ァ

ミ
リ
オ
Ａ
の
二

七･
五･
一

上
磯
調
剤
薬
局

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
下
蟹
田
五
六
の
三

七･
五･三一

上
磯
調
剤
薬
局
三

店

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三

新
町
六
の
三

〃

青
森
県
告
示
第
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

青
森
県
報
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第
千
十
四
号

令
和
八
年一

月
十
三
日

（
火
曜
日
）



令
和
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

小
笠
原
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
門
外
四
丁
目
四
の
三
九

令
和七･
五･
一

フ
ァ
イ
ン
調
剤
薬
局
茂
森
新
町

店

弘
前
市
大
字
茂
森
新
町
一
丁
目
六
の
五
四

七･
六･
一

メ
ガ
調
剤
薬
局
黒
石
店

黒
石
市
ち
と
せ
三
丁
目
二

〃

上
磯
調
剤
薬
局

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
下
蟹
田
五
六
の
三

〃

上
磯
調
剤
薬
局
三

店

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三

新
町
六
の
三

〃

青
森
県
告
示
第
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

休

止

年
月
日

越
前
医
院

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
上
富
田

二
二
〇
の
一

令
和七･
六･
一

青
森
県
告
示
第
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医

療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

氏

名

施
術
所
の
名
称

施

術

所

の

所

在

地

指
定
年
月
日

川
口

浩
一

川
口
整
骨
院

三
戸
郡
南
部
町
大
字
剣
吉
字
岩
ノ

下
一
二
の
六

令
和
七･
四･二六

青
森
県
告
示
第
十
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

有
限
会
社
安
田
調
剤
薬
局

弘
前
市
大
字
森
町
一
五
の
一

令
和七･
四･三〇

Ｍ
，
ｓ
安
原
調
剤
薬
局

弘
前
市
大
字
安
原
一
丁
目
二
の
一
安
原
フ
ァ

ミ
リ
オ
Ａ
の
二

七･
五･
一

上
磯
調
剤
薬
局

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
下
蟹
田
五
六
の
三

七･
五･三一

上
磯
調
剤
薬
局
三

店

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三

新
町
六
の
三

〃
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青
森
県
告
示
第
十
一
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

小
笠
原
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
門
外
四
丁
目
四
の
三
九

令
和七･
五･
一

フ
ァ
イ
ン
調
剤
薬
局
茂
森
新
町

店

弘
前
市
大
字
茂
森
新
町
一
丁
目
六
の
五
四

七･
六･
一

メ
ガ
調
剤
薬
局
黒
石
店

黒
石
市
ち
と
せ
三
丁
目
二

〃

上
磯
調
剤
薬
局

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
下
蟹
田
五
六
の
三

〃

上
磯
調
剤
薬
局
三

店

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三

新
町
六
の
三

〃

青
森
県
告
示
第
十
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施

術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

氏

名

施
術
所
の
名
称

施

術

所

の

所

在

地

指
定
年
月
日

川
口

浩
一

川
口
整
骨
院

三
戸
郡
南
部
町
大
字
剣
吉
字
岩
ノ

下
一
二
の
六

令
和
七･
四･二六

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
鳴

沢
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
三
日

青
森
県
西
北
農
林
水
産
事
務
所
長

豊

澤

順

造

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃〃

神

正
人

今

隆
光

長
谷
川

伸

茶
谷

秀
光

諏
訪

松
雄

神

信
義

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
北
浮
田
町
字
外
馬

屋
一
七
の
六

〃

〃

〃

字
新
沢

四
一
の
三

〃

〃

〃

字
今
須

一
五
四
の
一
一
五

〃

〃

大
字
南
浮
田
町
字
早
田

一
四
三
の
一

〃

〃

大
字
建
石
町
字
島
田
一

一
三
の
二

〃

〃

大
字
湯
舟
町
字
七
尾
三

令
和七･一一･二六就
任

〃〃〃〃〃
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〃〃〃監

事

〃〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃〃

長
谷
川

浩

木
村

賢
一

安
藤

久
美
子

神

正
一

須
藤

十
六

斉
藤

豊

井
上

秀
樹

神

正
人

茶
谷

貞
悦

今

隆
光

神

浩
二

茶
谷

秀
光

長
谷
川

伸

諏
訪

松
雄

神

信
義

神

正
一

須
藤

十
六

斉
藤

豊

井
上

秀
樹

〇〃

〃

大
字
南
浮
田
町
字
東
田

臼
ケ
久
保
一
五
七
の
二

〃

〃

大
字
小
屋
敷
町
字
浮
橋

七
四
の
一

〃

〃

大
字
本
町
一
三

〃

〃

大
字
湯
舟
町
字
七
尾
四

〇
の
一

〃

〃

大
字
南
浮
田
町
字
米
山

八
三
の
三

〃

〃

大
字
北
浮
田
町
字
今
須

一
五
四
の
九
三

〃

〃

大
字
建
石
町
字
成
沢
一

二
一
の
八

〃

〃

大
字
北
浮
田
町
字
外
馬

屋
一
七
の
六

〃

〃

大
字
南
浮
田
町
字
早
田

一
〇
八

〃

〃

大
字
北
浮
田
町
字
新
沢

四
一
の
三

〃

〃

大
字
建
石
町
字
雲
雀
野

一
四
六
の
二

〃

〃

大
字
南
浮
田
町
字
早
田

一
四
三
の
一

〃

〃

大
字
北
浮
田
町
字
今
須

一
五
四
の
一
一
五

〃

〃

大
字
建
石
町
字
島
田
一

一
三
の
二

〃

〃

大
字
湯
舟
町
字
七
尾
三

〇〃

〃

〃

〃

四

〇
の
一

〃

〃

大
字
南
浮
田
町
字
米
山

八
三
の
三

〃

〃

大
字
北
浮
田
町
字
今
須

一
五
四
の
九
三

〃

〃

大
字
建
石
町
字
成
沢
一

二
一
の
八

〃〃〃〃〃〃〃七･一一･二五退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

雑

報

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
清
掃
作
業
等
業
務
委
託
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大

学
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
に
関
す
る
規
程
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
三
日

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
理
事
長

吉

池

信

男

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１

業
務
名

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
清
掃
作
業
等
業
務
委
託

２

業
務
内
容

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３

履
行
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
三
年
間
と
す

る
。

４

履
行
場
所

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
（
青
森
市
大
字
浜
館
字
間
瀬
五
八
の
一
）

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
契
約
実
施
規
程
第
二
条
及
び
第
三
条
に
規
定
さ
れ
る
事

項
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

令
和
五
年
六
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
四
百
四
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
、
令
和
六
年
二
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
八
十
六
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
又
は
令
和
七
年
二
月
十
日
青
森
県
告
示
第
六
十
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の
一

の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
、
入
札
の
日
ま
で
に
建
物
の
清
掃
作
業
の
委
託
の
契
約
に
つ
い
て

Ａ
の
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

青
森
県
の
定
め
る
物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
及
び
借
入
れ
に
係
る
契
約
並
び
に
役
務
の

提
供
を
受
け
る
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
登
載
業
者
に
関
す
る
指
名
停
止
要
領

（
平
成
十
二
年
一
月
二
十
一
日
付
け
青
管
第
九
百
十
二
号
。
以
下
「
指
名
停
止
要
領
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
く
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提

出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
青

森
県
の
定
め
る
指
名
停
止
要
領
別
表
第
九
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
要
件
に
該
当
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す
る
事
実
（
既
に
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
が
行
わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
が
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

５

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）

第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
八
号
の
事
業
に
係
る
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
て

い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
場
所
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
二
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
次
に
従
い
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
時
期
等

㈠

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
令
和
八
年
二
月
十

三
日
午
後
五
時
ま
で
に
公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
理
事
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
提
出
し
た
書
類
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
又
は
必
要
に
応
じ
て
内
容
の
変
更

等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

㈠
の
説
明
又
は
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

㈢

㈠
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

３

提
出
場
所

青
森
市
大
字
浜
館
字
間
瀬
五
八
の
一

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
事
務
局
総
務
課

電
話

〇
一
七
―
七
六
五
―
二
〇
〇
五

４

提
出
部
数

一
部

四

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
大
字
浜
館
字
間
瀬
五
八
の
一

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
事
務
局
総
務
課

電
話

〇
一
七
―
七
六
五
―
二
〇
〇
五

２

入
札
書
の
提
出
期
限

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

午
後
五
時

３

開
札
の
場
所
及
び
日
時

青
森
市
大
字
浜
館
字
間
瀬
五
八
の
一

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学

教
育
研
究
Ｂ
棟
二
階

Ｂ
２
０
２
会
議
室

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

午
前
十
時

五

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

１

入
札
保
証
金

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
契
約
実
施
規
程
第
九
条
第
二
号
に
よ
り
免
除
す
る
。

２

契
約
保
証
金

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
契
約
実
施
規
程
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

六

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

令
和
八
年
四
月
一
日

七

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。

八

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
に
虚
偽
の
事
実
の
記

載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業

者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
履
行
期
間
全
体
に
お
け
る
見
積
総
額
の
百
十

分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。
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